
　

４
月
25
日
に
日
野
町
史
編

さ
ん
自
然
環
境
小
委
員
会
の

矢
田
貝
繁
明
、
河
野
利
晴
両

委
員
が
日
野
町
内
の
最
高
標

高
地
点
の
「
八
郎
山
」
を
目

指
し
ま
し
た
。「
八
郎
山
」は
、

板
井
原
地
区
の
北
東
に
位
置

し
、
日
野
町
と
新
庄
村
に
ま

た
が
る
県
境
の
山
で
す
。
道

は
な
く
、
最
短
距
離
で
登
れ

る
の
は
板
井
原
の
内
井
谷
地

区
か
ら
で
す
が
、
県
境
周
辺

の
自
然
環
境
調
査
も
行
う
た

め
に
、
新
庄
村
田
浪
地
区
か

ら
毛
無
山
登
山
道
を
登
り
ま

し
た
。
主
な
調
査
目
的
は
、

町
内
最
高
地
点
の
確
認
と
そ

の
周
辺
の
植
生
や
動
物
の
調

査
で
す
。

　

毛
無
山
登
山
道
の
９
合
目

付
近
か
ら
ブ
ナ
林
内
を
北
西

に
横
断
し
て
、
県
境
に
出
て

か
ら
高
さ
が
１
・
５
㍍
以
上
あ

る
チ
マ
キ
ザ
サ
の
群
落
を
か

き
分
け
な
が
ら
、
新
庄
村
、

江
府
町
、
日
野
町
の
分
岐
点

を
目
指
し
ま
し
た
。
汗
だ
く

に
な
り
な
が
ら
分
岐
点
に
着

き
ま
し
た
が
、
サ
サ
が
高
く

て
周
辺
の
様
子
が
見
渡
せ
ず
、

江
府
町
と
の
分
岐
が
分
か
ら

な
い
ま
ま
「
八
郎
山
」
の
方

向
に
進
み
ま
し
た
。
県
境
の

尾
根
付
近
は
、
風
が
強
い
た
め

樹
木
の
生
育
が
困
難
で
、
ほ
と

ん
ど
が
チ
マ
キ
ザ
サ
群
落
で
、

所
々
に
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
と

「
田
浪
杉
」
と
呼
ば
れ
る
天
然

ス
ギ
が
生
育
し
て
い
る
だ
け
で

し
た
。

　

鳥
取
県
の
絶
滅
危
惧
種
と

な
っ
て
い
る
キ
ク
ザ
キ
イ
チ
ゲ

は
、
南
部
町
や
江
府
町
に
は
自

生
地
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

日
野
町
内
で
は
自
生
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
江

府
町
俣
野
地
区
や
毛
無
山
周

辺
に
は
自
生
地
が
知
ら
れ
て
い

る
た
め
、
今
回
の
調
査
で
は
自

生
地
の
確
認
に
期
待
し
て
い
ま

し
た
。
日
野
町
と
新
庄
村
の
県

境
を
進
ん
で
い
る
と
ツ
ノ
ハ
シ

バ
ミ
の
下
な
ど
灌
木
の
下
で
、

サ
サ
の
薄
い
と
こ
ろ
で
キ
ク
ザ

キ
イ
チ
ゲ
の
生
育
を
確
認
し
写

真
を
撮
影
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
調
査
で
一
番
期
待
し

て
い
た
の
は
、
日
野
町
内
で
カ

タ
ク
リ
の
自
生
が
確
認
で
き

れ
ば
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
カ

タ
ク
リ
は
、
中
国
山
地
の
県

境
の
山
々
の
所
々
に
生
育
し
て

お
り
、
江
府
町
の
毛
無
山
や

日
南
町
の
船
通
山
が
自
生
地

と
し
て
有
名
で
す
。「
八
郎
山
」

は
、
毛
無
山
の
西
側
に
位
置

し
標
高
も
同
じ
程
度
な
の
で
、

生
育
条
件
は
十
分
満
た
し
て

お
り
生
育
の
可
能
性
は
あ
る

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
山
頂
部

で
サ
サ
の
少
な
い
と
こ
ろ
が
あ

れ
ば
生
育
の
期
待
が
で
き
る

と
思
い
、
サ
サ
の
少
な
い
と
こ

ろ
を
探
し
て
い
る
と
ピ
ン
ク
色

の
可
憐
な
カ
タ
ク
リ
の
花
に

出
会
い
ま
し
た
。
目
的
の
植
物

に
出
会
え
た
の
で
藪
こ
ぎ
の
疲

れ
も
忘
れ
て
写
真
撮
影
を
し

ま
し
た
。
カ
タ
ク
リ
は
、
尾
根

部
の
約
50
㍍
の
範
囲
に
生
育

し
て
お
り
、
花
が
咲
い
て
い
る

の
を
15
株
、
葉
だ
け
の
若
い
個

体
を
約
40
株
確
認
し
ま
し
た
。

今
後
こ
の
サ
サ
を
除
去
す
れ

ば
、
数
年
後
に
は
カ
タ
ク
リ

の
群
落
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
こ
の
ま
ま
の
状
況
で

は
、
サ
サ
の
繁
茂
に
伴
い
カ
タ

ク
リ
も
次
第
に
消
滅
し
て
い

く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

カ
タ
ク
リ
の
自
生
を
確
認
し

て
更
に
進
む
と
や
が
て
「
八
郎

山
」
に
到
着
し
ま
し
た
。
時
計

を
見
る
と
午
後
２
時
30
分
で
し

た
。
田
浪
の
駐
車
場
を
午
前
９

時
30
分
に
出
発
し
て
か
ら
、
５

時
間
か
か
っ
て
や
っ
と
日
野
町

の
最
高
点
に
到
着
し
ま
し
た
。

標
高
は
、
国
土
地
理
院
の
地
図

で
見
る
と
１
２
１
６
㍍
と
な
っ

て
い
ま
す
。
宝
仏
山（
１
０
０
２

㍍)

よ
り
、
２
０
０
㍍
以
上
高

い
山
で
す
。

　

帰
り
も
藪
こ
ぎ
の
連
続
で
毛

無
山
登
山
道
に
合
流
し
た
こ

ろ
、
ふ
も
と
で
午
後
５
時
を
知

ら
せ
る
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
響
い

て
い
ま
し
た
。
２
人
と
も
大
変

疲
れ
ま
し
た
が
、
カ
タ
ク
リ
の

自
生
を
確
認
す
る
な
ど
有
意

義
な
調
査
と
な
り
ま
し
た
。

（
矢
田
貝
繁
明
＝
自
然
環
境
小

委
員
会
）

第２回

『カタクリの自生地を確認』
～自然環境小委員会が調査確認～

　「町史編さんだより」の２回目は、自然環境小委員会の

調査状況をお知らせします。

町史編 だん よさ り

町
内
の
最
高
地
点
の
確
認
と

周
辺
の
自
然
環
境
調
査

猛
烈
な
藪
こ
ぎ
の
連
続

▲可憐に咲くキクザキイチゲ

キ
ク
ザ
キ
イ
チ
ゲ
に
出
会
う

カ
タ
ク
リ
の
自
生
を
確
認

最
高
点
に
到
着

14毛無山山頂からみた八郎山全景

可憐に咲くカタクリの花



編集　下榎隣保館
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7 月中に「生活安全教室（防犯教室）」を予定しています。詳しくは、

地区内回覧文書でご案内します。

※学習講座など、お問い合わせは下榎隣保館（電話 72-1191）まで

『平成２８年度 榎
え

の実学習会』開講式
　5月 9日、下榎集会所で小学校・中学校合同の「榎の実学習会」の開講式が行われました。
　開講式には、児童・生徒 15人と小中学校の教職員、下榎支部長、教育委員会職員、隣保館職員が出席
しました。
　式の中で、小中学校の人権教育主任が「本年度は調べ学習のほか、町内に住んでおられるいろいろな方
との交流をしていき、地域の皆さんとつながる、そして、それを地域へ返していきながら、つながりを深
めていってほしい。年間を通して楽しんで続けられる学習会であってほしい」と激励しました。

・・・・・・７月の行事予定・・・・・・

　県では、毎年 7 月 10 日（日）から

8 月 9 日（火）を「部落解放月間」と

し、皆さんが同和問題を正しく理解し、

認識を深めていただくよう、啓発活動

を行っています。

　町では、啓発パネルの展示と人権尊

重標語の掲示を行います。

部落解放月間
◆13日（水）…健康教室 10:00 ～ 11:30　/　老人憩の家

◆16日（土）…生け花 13:30 ～ 16:00　/　下榎集会所

◆27日（水）…よってみょい家
や

10:00 ～ 11:30　/　老人憩の家

「サツマイモの苗植え」～地域の方から学ぶ学習～

　5月 24 日、今年も地域の方に畑の提供と苗植えの指導をお願いして、
恒例の「サツマイモ苗植え」を行いました。今年は、小学生・中学生合
同の活動で、当日は雨が降りそうな天候でしたが、無事に植えることが
できました。秋の収穫祭にはおいしいお芋に出会えることを心待ちにし
ています。 ▶みんなでわいわい。にぎやかな

芋植えになりました。

「部落解放第 61回全国女性集会」に参加して【集会参加報告】

　5月 14 日と 15 日の 2日間、長崎県立総合体育
館を主会場に「部落解放第 61回全国女性集会」が
開かれました。
　一日目の全体会では、記念講演として「世界の
人権状況と女性部運動の今後の課題」と題し、中
央執行委員で国際連帯部長の和田献一さんの講演
を聞きました。
　講演では、部落差別・女性差別を引き起こして
いる背景にある戸籍制度について、制度を支えて
いる封建的家系制度を克服する人権思想を、個人
の尊厳や個人として尊重される国際人権の流れの
中で考えていく社会全体の意識改革の必要性につ
いて話されました。
　二日目の分科会では第一分科会「部落解放運動
入門」に参加し、2つの活動報告を聞きました。

　報告者は、「学生時代から保護者の立場へと部落
問題を重ねて学習していくうちに、自分の生い立
ちや両親の仕事などを振り返り、教育（学力）＝
仕事＝生活という流れの図式ができている」と話
し、「部落解放運動は子どもの未来に部落差別を残
さないために立ち上がった運動であり、生きてい
くための原点である」と切実に語りかけました。
　二日間の日程でしたが、参加して考えさせられ
るのは、先人の解放運動の成果で現在の地域での
生活と環境があるということです。
　差別もだんだんと無くなりつつありますが、ま
だまだ差別意識が根強く残っているのも事実です。
部落差別の現実を知ることの大切さをあらためて
確信しました。

（下榎支部女性部　西村千秋）
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